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寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、地方自治法施行令（昭和 22 年政令第 16 号）第 167 条の５

の２の規定により資格を定めて行う一般競争入札（以下「制限付一般競争入札」

という｡)を施行するために必要な事項を定めることにより、適正かつ合理的な

入札を施行することを目的とする。 

（対象となる案件） 

第２条 制限付一般競争入札の対象となる案件は、第１号及び第２号に掲げる建

設工事（以下「対象工事」という｡)又は第３号に掲げる業務（以下「対象業務」

という｡)とする。 

⑴ 発注価格（予定価格に消費税及び地方消費税を加えた額をいう。以下同

じ。）が 2,000,000 円を超え 550,000,000 円未満の土木、建築、電気及び管

並びに 330,000,000 円未満の舗装に係る建設工事 

⑵ 発注価格が 2,000,000 円を超える建設工事（前号に規定するものを除く。） 

⑶ 発注価格が 1,000,000 円を超える測量業務、土木関係建設コンサルタント

業務、建築関係建設コンサルタント業務、地質調査業務及び補償関係コンサ

ルタント業務 

２ 前項の規定にかかわらず、緊急の施行を要する案件その他一般競争入札の手

続により難いと認める案件については、制限付一般競争入札の対象としないこ

とがある。 

（入札参加資格） 

第３条 制限付一般競争入札に参加する者に必要な資格は、次の各号のいずれに

も該当することとする。 

⑴ 地方自治法施行令第 167 条の４第１項及び第２項の規定 に該当しないこ

と。 

⑵ 建設業法（昭和 24 年法律第 100 号）第 28 条第３項の規定による営業停止

期間中でないこと。 

⑶ 寝屋川市建設工事等指名停止要綱（平成 15 年４月１日制定）に基づく指

名停止期間中でないこと。 
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⑷ 寝屋川市暴力団排除措置要綱（平成 23 年３月 11 日制定）に基づく入札参

加除外措置の期間中でないこと。 

⑸ 会社更生法（平成 14 年法律第 154 号）又は同法による改正前の会社更生

法（昭和 27 年法律第 172 号）の適用申請をした者（更生計画の認可を受け

た者を除く｡)又は民事再生法（平成 11 年法律第 225 号）の適用申請をした

者（再生計画の認可を受けた者を除く｡)でないこと。 

⑹ 対象工事にあっては次条各号に、対象業務にあっては第５条各号に定める

基準に適合していること。 

（対象工事の対象者の範囲） 

第４条 対象工事（第２条第１項第１号に規定するものに限る。以下この項にお

いて同じ。）に係る制限付一般競争入札の対象者（以下「対象者」という｡)の

範囲は、前条に規定する資格を有する者のうち、市内業者（寝屋川市の区域内

にある本店において寝屋川市の入札参加資格の登録をしている者をいう。以下

同じ｡)の中から次の各号に定める基準に基づき決定するものとする。ただし、

応募業者が極端に少ない場合又はやむを得ない事情が発生した場合は、市内業

者以外の者から決定することがある。 

 ⑴ 次のすべてに該当する者であること。 

  ア 寝屋川市の定める建設工事競争入札に係る参加資格の認定を受けている

こと。 

  イ 対象となる工事の業種に係る経営規模等評価結果通知書・総合評定値通

知書が、対象となる工事ごとに定める基準値以上であること。 

  ウ 電子証明書（電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律（平

成 14 年法律第 153 号）第３条第１項に規定する電子証明書をいう。以下

同じ｡)を取得し、かつ、寝屋川市電子入札システム（以下「システム」と

いう｡)を利用するために必要な利用者の登録を行っていること。 

  エ 公共工事等の施工実績を有していること（予定価格が 10,000,000 円以上

の工事に限る｡)。 

⑵ 寝屋川市建設工事請負業者資格審査要綱（昭和 57 年４月１日制定）別表

に定める発注基準の区分に適合している者を対象者とする。 

 ⑶ 予定価格 60,000,000 円以上の土木工事又は予定価格 90,000,000 円以上の
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建築工事については、建設業法第３条の特定建設業の許可を有しない者から

の応募を受け付けないものとする。 

⑷ 準市内業者（寝屋川市の区域内にある支店、営業所等において寝屋川市の

入札参加資格の登録をしている者をいう。以下同じ｡)の対象工事に係る応札

参加の本数は、１回の制限付一般競争入札につき、第１希望業種が１本、第

２希望業種が１本の合計２本を限度とする。 

 ⑸ 対象工事（寝屋川市上下水道局が発注した工事を含み、委託を受けて発注

する他の地方公共団体に係る工事を除く｡)による契約締結（指定対象工事の

入札によるものを含む｡)は、同一年度において次の表に定める本数を限度と

する。 

 第１希望・第２希望業種 

市内業者 合計５本 

準市内業者 合計２本 

 ⑹ 前号の規定は、予定価格が 10,000,000 円未満の対象工事については、適用

しない。 

２ 前項（第２号から第４号まで及び第６号を除く。）の規定は、対象工事（第２

条第１項第２号に規定するものに限る。）に係る対象者の範囲について準用す

る。ただし、発注案件の内容に応じ、施工実績、契約締結の本数限度等に係る

条件を変更するものとする。 

（対象業務の対象者の範囲) 

第５条 対象業務に係る制限付一般競争入札の対象者の範囲は、第３条に規定す

る資格を有する者のうち、寝屋川市の入札参加資格の登録をしているものから、

次の各号に定める基準に基づき決定するものとする。 

⑴ 次のすべてに該当する者のみを対象者とする。 

ア 寝屋川市の定める建設コンサルタント業務等に係る入札参加資格の認

定を受けていること。 

  イ 入札参加資格審査申請で認定された総合数値が基準値以上であること。 

  ウ 電子証明書を取得し、かつ、システムを利用するために必要な利用者の

登録を行っていること。 
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  エ 公共団体等の発注する業務の履行実績を有すること。ただし予定価格が

3,000,000 円未満の対象業務については、この限りでない。 

 ⑵ 予定価格 3,000,000 円未満の対象業務については、市内業者及び準市内業

者を対象者とする。 

 ⑶ 入札時の属する年度の入札参加資格審査申請で認定された総合数値に応じ、

それぞれ次表に定める基準により対象者とするものとする。 

総 合 数 値 発 注 価 格 所 在 地 要 件  

230 以上 1,000,000 円超 
市内業者、準市内業者及び 

市外業者 

110 以上 1,000,000 円超 

50,000,000 円未満 

市内業者及び準市内業者 

170 以上 市外業者 

110 以上 
  1,000,000 円超 

5,000,000 円未満 

市内業者及び準市内業者とし、

必要に応じ市外業者 

 ⑷ 対象業務の内容から高度に専門的な技術を要する場合又は入札参加者が極

端に少ないおそれがある場合は、前号の規定は適用しない。 

（入札参加者の募集） 

第６条 前２条の規定により対象者の範囲を決定したときは、速やかに、当該案

件の概要、対象者に関する事項その他市長が必要と認める事項を、寝屋川市ホ

ームページの総務部契約課掲示板、寝屋川市入札・契約情報の発注案件情報、

システムの発注案件概要等に掲示することにより、当該入札に参加させる者

（以下「入札参加者」という｡)を募集する。 

（入札参加資格の審査の手続等） 

第７条 制限付一般競争入札による入札に参加しようとする者（以下「入札参加

希望業者」という｡)に対しては、地方自治法施行令第 167 条の６第１項の規定

による公告で定めるところにより、システムを用いて、当該入札参加資格の確

認の申請を行うよう求めるものとする。 

２ 前項の規定により入札参加資格の確認の申請があったときは、システムによ

りこれを審査し、その結果をシステムにより当該申請をした者に通知する。 

３ 対象工事に係る入札参加希望業者に対しては、システムによる設計図書のダ

ウンロードを求めるとともに工事費内訳書の提出を求めるものとする。 
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４ 当該入札に係る落札候補者が決定したときは、当該落札候補者に対し、シス

テムによる審査項目を証する書類の提出を求め、その入札参加資格について事

後確認を行う。 

５ 前項に規定する確認等を行ったにもかかわらず、落札候補者の入札参加資格

が確認できない場合は、必要と認める書類の提出を求め、これを審査する。 

６ 前２項に規定する審査の結果、適当と認めた場合は落札候補者を落札者に、

当該落札者の契約希望金額を落札金額とし、不適当と認めた場合は次順位の者

を落札候補者として事後確認を行う。 

（１回の制限付一般競争入札における制限） 

第８条 １回の制限付一般競争入札につき落札者となることができる案件は１業

種につき１本とし、落札者となった者は同一の回の制限付一般競争入札の同一

の業種に係る入札に参加することができない。この場合において、落札者とな

った者が落札した入札の開札前に同一の回の他の制限付一般競争入札の同一

の業種に係る入札（以下「他の入札」という｡）に参加していた場合は、他の

入札について辞退したものとみなす。 

（委任等） 

第９条 この要綱に定める文書等の様式及びこの要綱の施行について必要な事項

は、この要綱に定める事務を担当する部長が定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 21 年４月１日（以下「施行日」という｡)から施行する。 

（寝屋川市業務希望型指名競争入札（電子入札）施行要綱及び寝屋川市公募型指

名競争入札（電子入札）施行要綱の廃止） 

２ 寝屋川市業務希望型指名競争入札（電子入札）施行要綱（平成 19 年４月１日

制定）及び寝屋川市公募型指名競争入札（電子入札）施行要綱（平成 20 年４

月１日制定）は、廃止する。 

（経過措置） 

３ この要綱の規定は、この要綱の施行の日以後に寝屋川市が行う発注について

適用し、同日前における寝屋川市が行う発注については、なお従前の例による。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この要綱は、平成 22 年４月１日（以下「施行日」という｡)から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱第２条第１項、

第４条第６号及び第５条第３号の規定は、この要綱の施行の日以後に寝屋川市

が行う発注について適用し、同日前に寝屋川市が行う発注については、なお従

前の例による。 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 22 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱第４条第２号

の規定は、この要綱の施行の日以後に発注する工事に係る制限付一般競争入札

の対象者の範囲について適用し、同日前に発注する工事に係る制限付一般競争

入札の対象者の範囲については、なお従前の例による。 

   附 則 

この要綱は、平成 23 年４月１日から施行する。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 24 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市建設工事請負業者資格審査要綱別表、寝屋

川市制限付一般競争入札施行要綱第２条第１項及び第５条並びに寝屋川市低入

札価格及び最低制限価格に関する要綱第３条第１項及び第４条第１項の規定は、

この要綱の施行の日以後に寝屋川市が行う発注について適用し、同日前に寝屋

川市が行う発注については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 25 年４月１日から施行する。 

２ （略） 
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附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 25 年 10 月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正前の寝屋川市暴力団等排除措置要綱の規定による入札参

加除外措置は、この要綱による改正後の寝屋川市暴力団排除措置要綱の規定に

よる入札参加除外措置とみなす。  

（寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱の一部改正） 

３ 寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱（平成 21 年４月１日制定）の一部を次

のように改正する。 

（略） 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 26 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市建設工事請負業者資格審査要綱別表及び寝

屋川市制限付一般競争入札施行要綱第８条の規定は、この要綱の施行の日以後

に寝屋川市が行う発注について適用し、同日前に寝屋川市が行った発注につい

ては、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 28 年６月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱第４条第１項

第４号の規定は、この要綱の施行の日以後に寝屋川市が行う発注について適用

し、同日前に寝屋川市が行った発注については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 29 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 
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２ この要綱による改正後の寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱第２条第１項

第１号の規定は、この要綱の施行の日以後に寝屋川市が行う発注について適用

し、同日前に寝屋川市が行った発注については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、平成 30 年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱（以下「新要

綱」という｡)第４条第１項の規定は、この要綱の施行の日以後に市内業者又は

準市内業者として新規に入札参加資格の登録をした業者について適用し、同日

前に当該登録をした業者については、なお従前の例による。ただし、平成 30

年度に限り、新要綱第４条第１項の規定にかかわらず、市内業者又は準市内業

者として新規に入札参加資格の登録をした業者（前年度において入札参加資格

の登録をしていない業者をいう｡)からは、当該登録の日から１年を経過した後

でなければ応募を受け付けないものとする。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和元年 10 月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱第２条第１項

の規定は、この要綱の施行の日以後に寝屋川市が行う発注について適用し、同

日前に寝屋川市が行った発注については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和２年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱第２条第１項

第１号及び第２号の規定は、この要綱の施行の日以後に寝屋川市が行う発注に

ついて適用し、同日前に寝屋川市が行った発注については、なお従前の例によ

る。 



 

9 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和４年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱第５条第３号

の規定は、この要綱の施行の日以後に寝屋川市が行う発注について適用し、同

日前に寝屋川市が行った発注については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱第４条第３号

の規定は、この要綱の施行の日以後に寝屋川市が行う発注について適用し、同

日前に寝屋川市が行った発注については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱第４条第１号

及び第６号の規定は、この要綱の施行の日以後に寝屋川市が行う発注について

適用し、同日前に寝屋川市が行った発注については、なお従前の例による。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱第４条第１項

第３号及び第５号の規定は、この要綱の施行の日以後に寝屋川市が行う発注に

ついて適用し、同日前に寝屋川市が行った発注については、なお従前の例によ

る。 

附 則 
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（施行期日） 

１ この要綱は、令和７年４月４日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱第２条第１項

及び第５条第３号の規定は、この要綱の施行の日以後に寝屋川市が行う発注に

ついて適用し、同日前に寝屋川市が行った発注については、なお従前の例によ

る。 

附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和８年４月１日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱による改正後の寝屋川市制限付一般競争入札施行要綱第４条第１項

第１号及び第６号並びに第５条第３号の規定は、この要綱の施行の日以後に

寝屋川市が行う発注について適用し、同日前に寝屋川市が行った発注につい

ては、なお従前の例による。 

 


